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エ
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三

世
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關

す

る

 一
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察

(
下)

尚

木

壽

CMW* 
為" J

工
ド
ッ
ー
ド
三
世
に
歸
せ
ら

れ

た
る
第
三
の
®
.——

 

勢
働
人
民
の
間
の
勸
儉
の
獎
_
に

努
怂
た
る
，」
ヒ
I

 

に
^

き
て
は
}
一
 

個
の
疑
問
を
生
ず
べ
し
。
即
ち
、其
勤
儉 

獎
職
は
果
し
て|

の
政
策
!^
る
.の
名
に
値
す
べ
_き
程
に 

重
大
な
る
性
質
の
も
の
ぞ

や

く

其
を
以
て
議
會
ょ 

:
>
も
寧
< 
國
王
に
歸
す
べ
き
を
吾
人
，に
確
證
す
る
證
左
：
 

の
；存
す
る
も
の
あ
り
や
と
の
疑
問
な
り
。
此
政
策
の
記 

へ
錄
せ
;?
>
れ
た
るI

三
三
六
年
ど
.1
1
1
1
六
三
年
の
唯
ニ
個 

:

の
實
例
の
中
A
前
者
は
大
®

役
の
開
始
、
課
稅
の
最
高
極 

:

度
に
達
し
居
た
る
時
に
當
タ
，
後
者
は
恰
も
平
和
締
結

三
世
|:
關
す
る一

考
察 

第
十
一
號 

九

八

 

の
數
年
後
に
し
て
、
疫
病
の
再
發
は
戰
役
に
ょ
る
疲
弊 

窮
乏
に
更
に
加
ふ
る
所
あ
な
、
庶
民
院
は
極
力
減
稅 

賃
銀
物
债
の
自
然
的
騰
貴
の
抑
制
に
努
力
し
た
り
し
時 

,

な
&
し
な
り
。
此
兩
者
の
場
合
に
於
て「

勤
儉
獎
勵」

 

一
は
饞
會
法
令
の
中
に
表
現
せ
ら
れ
、
輿
論
の
過
渡
的
運 

.，動
の
產
物
^
し
て
容
易
に
.說
明
し
得
べ
き
な
り
。

一
三 

:
三
六
年
議
會
の
請
願
書
は
現
存
せ
ずw

雖
も
、

j

三
六
. 

三
年
の
請
願
書
は
同
年
の
法
令
が
議
會
に
代
表
せ
ら
れ 

た
る
諸
階
級
の
要
求
に
甚
礎
を
置
け
る
こ
ど
を
示
せ
る
，：
 

な
な
。
庶
民
院
が
示
せ
る
所
に
は
、「

様
々
な
る
境
遇
に 

I

在
る
種
々
の
人
々
が
己
れ
の
身
分
に
願
せ
ざ
る
»
々
な 

る
衣
服
を
用
ふ
る
の
故
に
1
つ
て
國
內
に
於
け
る
樣
々- 

|

の
食
料
は
夥
し
く
其
價
格
»|
:
貴
せ
り」

ビ
。
此
睛
願
に
應 

,，じ
て
作
ら
れ
た
る
條
令
は
進
ん
で
騎
士
の
階
級
に
到
る 

ま
で
の
各
階
級
の
服
裝
を
規
定
し
、
他
方
食
糧
に
關
す 

る
比
較
的
童
耍
事
項
に
就
き
て
は
其
が
制
限
は
唯
農
業 

勞
働
者
巡
囘
職
人
其
.

の
靡
人
或
は
四
十
志
の
價
値
に

達
す
る
物
件
動
產
を
有
，せ
ざ
る
人
々
に
對
し
て
の
み
適 

-

用
せ

:

戦
勝
に
«
く
に
忽
ち
に
疫
璐
並
に
飢
随
ぁ
り
”

且
つ 

'ニ

十
年
間
.フ

ラ

.

.
ィ

ス

釔

蹂

*

せ
る
歸
還
軍
隊
は
掠
奪
を 

行
a

て
K

隣
人
の
平
和
を
亂
し
つ
ゝ

ぁ
6
し
國
家
的
窮 

.境

め

秋

に

際

し

 
>
 

又
總
て
の
階
級
の
道
徳
頹
廢
し
て
慣 

習
並
.に
.宗
敎
の
束
_
廣
く
無
視
せ
ら
れ
た
る
時
に
當
り 

て
は
、
貴
族
並
に
高
僧
を
除
<

總

ベ

.て

の

階

級

の

關

典 

すv

き
國
家
的
改
革
に
對
す
る
要
求
の
存
せ
し
な
り
。
 

，諸
勞
働
者
法
は
賃
銀
0
規
定W

共
.
P
物
價
0
規
定
を
^! 

■定
め
た
^
'ど
雖
も
、
賃
銀
が
確
定
せ
る
最
高
額
に
定
ま
. 

れ
る
に
反
し
て
、
物
價
は
僅
に
合
理
的r

e
a
s
o
n
a
b
l
e

た 

る
ベ
き
こ
ど
を
要
求
サ
.& :
:れ

た

る

に

過

ぎ

^

。

過

當

賃 

ー
銀
，の

處

别

ば

一

般

的

且

つ

峻

黻

な

り

し

か

^

も
、
過
大 

G

る
價
格
の
處
罰
は
唯
偶
時
的
に
し
て
無
カ
0
も
の
な 

A

l>
な
6
。
其
は
生
活
©

騰
貴
に
對
じ
て：

殆
r

責
任
な
，. 

.き
'、小
な
る
エ
商
の
階
級
を
攻
む
る
.こ

ど

、
な

れ

る

も

、 而
も
此
等
の
階
級
は
巡
囘
職
人
或
は
勞
働
者
ざ
同
榇
に 

殆
r
議
會
に
於
て
代
表
せ
ら
る
る
こ
ご
な
き
も
の
な 

t

恐
ら
く
之
が
穴
め
に
、.

1

三
六
三
年
の
條
令
に
は 

各
商
人
を
商
業
中
の1

部
門
に
の
み
限
る
こ
ミ
に
よ
& 

て
大
輸
入
商
の
獨
占
を
抑
制
せ
ん
こu

を
目
的
€
せ
る 

條
項
を
包
含
す
る
に
到
ら
し
め
た
ぢ
。

さ
れV」

唯
僅
に
一
箇
年
の
經
驗
は
之
等
の
國
家
的
改 

造
の
諸
方
策
は
匡
疋
せ
ん
€
稱
し
た
る
諸
弊
害
を
ば
寧 

ろ
實
際
增
大
す
る
^

役
立
で
る
こ
‘ど
を
示
す
に
充
分
な 

り
し
な
り
0
商
人
を
單一

商
業
部
門
に
制
限
す
る
こ
ど 

は
？
國
王
に
よ
る
敕
許
獨
占
權
賦
與
の
根
據
を
與
へ
、 

物
價
を
以
前
よ
ら
も
三
割
騰
貴
せ
.し
め
た
^V。

從
て
庶 

民
院
は
其
法
令
全
部
の
廢
北
せ
ら
れ
ひ
こ
€
、
敕
許
狀 

の
取
消
さ
れ
む
こV

並
に「

如
何
な
る
身
分
境
遇
の
者 

も
總
ベ
て
の
人
々
は
、
自
己
、妻
子
、
歷
人
に
對
し
て
自 

ら
最
良
ビ
考
へ
ら
る
る
方
法
に
於
て
、
衣
食
の
生
計
を 

自
由
じ
處
理
し
得
べ
き」

こ
ど
を
請
願
せ
る
な
知
0

第
す
八
狯(

一
六
三
七)

雜

錄

H

ドJV
I

ド
3
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f
c
u關
す
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十
5



.
筋
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八
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一、六
三
6

雜

錄

a

ドa

丨
ド
三
世
|:
關
マ
名
.
5察 

:

.

四

.

、

.
政

策p
o
l
i
c
y

な
る
語
は
公
の
事
埙
に
關
す
る
目
的
の 

繼
M
的
統
一
或
は
斯
る
統
一
を
得
んvj

す
る
企
靈
を
意 

味
す
べ
し
。
そ

はI
の
奋
體w

し

て

：
の

：
國

民

の

刺

®

の

意
識
に
よ
る
立
法
並
に
行
政
の
支
配
に
し
て
，
豸
ル
の 

:

肩
當
な
る
觀
念
に
よ
々
て
«
か
れ
、
比
較
的
小
な
る
.利 

容
を
制
御
し
從
M
せ

し

め
得
る
も
の
を
云
ふ
。
國
家
的 

政

策

を

，云
爲
す
る
場
合
に
は
い
吾
人
，は

.一
の
國
家
的
利「 

益
'の
•存

在

、，_即
‘ち
典®
動
に
よ
り
諸
階
級
.或
は
地
方
に 

は
る
扃
部
的
利
播
が
或
程
度
4
で
調
和
さ
れ
支
配
さ
る 

る
關
家
的
利
益
の
存
在
を
假
定
す
。
:;H

ド

ク

ー

ド

.の

議 

會
;.
(
0諸

記

錄
0
中
に
果
し
て_
等
か
之
が
證
左
：为

る
ベ 

き

も

.の̂
-
や̂

。

,屢
々
立

法

の

跋

礎

ど

し

て

^

^

せ
ら
れ
又
庶
民
院
の 

意
見
を
表
.明
す
る
も
の
；
云̂
は
る

-6
國
王
に
對
す
る
請 

—

を
見
る
に
、
其
多
く
に
.表
現
せ
ら
れ
た
る
諸
耍
求 

は
國
民
的
K
稱
せ
ら
る
る
に
足
る
廣
E
な
る
利
#
を
.表

第
十I

號

し

B
 

示
し
、
其
等
はI

致
調
和
し
且
つ
有
ヵ
な
ら
ん
に
は
充 

分
繼
續
じ
て
支
持
せ
ら
れ
て一

の
政
策
を
構
成
す
る
に 

足
る
も
の
な
办
。
.
.

7

之
等
の
諸
利
寄
の
中
最
も
廣
汎
な
る
は
、
對
佛
戰
讲 

に
ょ
6
.て
必
要
ビ
な
れ
る
夥
，し
き
增
桃
に

反

對

せ

る

：

F

 

税
者
の
利
®
な
办
。
實
に
此
ば
其
治
世
の
終
始
、
議
會 

に
作
用
せ
る
最
も
普
遍
有
力
に
し
て
”
繼
緻
的
利
樂
た 

り
し
も
の
な
れV」

も
、
經
濟
政
策
の
上
に
間
斷
な
S
效 

果
を
表
は
す
こ
ど
な
く
、
寧
ろ
國
丑
の
資
金
黹
耍
の
增 

加
ビ
結
び
て
羊
毛
贸
凝
に
關
す
る
政
策
の
著
し
き
斷
絕
. 

を
生
せ
し
む
る
の
傾
き
を
有
せ
し
な
り
。

.:
而
も
請
願
書
はI

層
直
接
に
し
て
繼
續
的
な
る
諸
結 

果
を
期
政
策
の
上
に
及
ぼ

し

.

た
る
他
の
廣
汎
な
_る
經
濟
：
 

的
刹
益
め
る

を

示
す
:0
之
等
の
.利
®

中
の
最
大
な
る
は 

羊
毛
生
產
者
の
利
害
に
し
て
、
彼
等
は
議
會
に
代
表
.を 

有
す
る
人
々
の
大
多
數
を
包
含
せ
る
も
の
な
り
。
«
等 

の
第一

の
'.
-願
a
は
羊
毛
に
對
し
て
無
稅
な
る
べ
き
左
及

れ
<ざ
も
、
若
し
課
桃
せ
ら
る
ベ
き
も
の
な
ら
ば
.、
諮
種 

の
羊
毛
に
對
し
て
"
興
粗
稅
が
，外
國
悄
.费
者
の
負
擔
ヰ 

な
る
結
架
を
布
すY

き
最
低
«
格
を
.設
定
せ
ん
こ
S
を 

0

t

。
彼
等
は
同
じ
く
羊
毛
輸
出
に
對
す
る
重
要
市
：
 

場
の
如
何
な
る

制
限
に
も
ぼ
^
し
た
れ
^
も
、
彼
等
は
、 

^

に
闕
王
並
に
商
業
的
.獨
占
の
利
益
の
，た
め
に
設
定
. 

せ
ら
れ
た
る
單
ニ
の
在
外
前
¥

#
場
^
。
:3
.ぞ

staple)

ょ
.ち
も
、
：寧
ろS

國
並
に
：國
外
：办
«
質
素
の
比
較
的
自 

;*
の
集
馓
地
た
る
べ
き
多
數
00
1|
耍
市
埸
^
ぽ
で
0)

を
' 

槔
び
し
な
卜
。

卜
:
:
:':
;-
'
:
::.
^
^̂
^̂

:

,;
:此
羊
毛
生
産
者
の
利
.害
ど
全
く
別
■
に
し
て
屢
々
ff
l 

一
又
せ
るmj

す
ら
め
る
は
羊
毛
商
人(dealers 

k
i
w
o
o
l
)

 

0
利
害
《
り
。
さ
れ
ざ
之
等
0
商
人
は
：決
1,
:

て

悉

く

が
 

.其
軌
を
一
に
し
た
る
に
は
非
す
0:
少
く
？
も
三
植
の
商 

業
的
利
®
を
代
表
す
る
.も
の
あ
り
て
、
各
々
其
治
世
の
：
 

三
猶
の
市
場
政
策
の
孰
れ
か
ど
結
合
せ
り
彳
⑴
ー
圓
の
：

.贿
人
，は
内
地
の
羊
毛
供
.給
，<
向
出
に
，接

觸

を

保

^

ん
が

第
十
八
卷(

一
六
三
，九

)

雜

錄

H
F-
A
I
F
I た

め
.に
總
べ
て0
重

要

市
.場
の
全
.廢

を

主

張

’す
る
點
に 

於
で
羊
毛
生
產
者
6
明
に
一
致
す
。
(2
)
他
の
一
國
の
茆 

:

人
は
锻
等
の
地
方
的
關
係
に
：よ

t

優
先
的
利
益
を 

收
む
る
こ
、こ
を
可
能
な
ら
U
む
る
內
國
市
場
9
0
&
 

staple)

の
設
立
に
贊
成
せ
り
。
'
.且
つg

i

の
在
外
市
場 

(foreign 

staple)

の
維
持
に
$
礎
を
®
く
種
々
な
る
獨

•占
計
畫
は
輸
出
豪
商
の
，少
數
階
級
の
支
持
を
喚
起
し

た
 

,
3 

U
L
^
O 

' 

h
.
:
.

…

'

..而
し
て
對
佛
戰
役
の
第」

，期
を
通
.じ
て
、
[i
l
王
の
財 

政
的
機
#
主
義(fiscal opportu

s.s
m
)

に
よ
b
て
、
右 

::

の
第1

一
 

' 第
一1

一
の
利
害
代
表
者
ヒ
相
結
ば
ん
が
た
：
め
に 

a
々
の
.畫
策
は
行
改
れ
た
り
。
3
れ
ざ
之
等
の
赃
策
は 

.庶
民
院
の
反
對
"國
王
の
常
住
の
不
誠
意
、
並
に
國
王
が 

:

相
結
ば
ん
ヾ」

せ
る
諸
利
害
間
の
軋
糧
に
よ
り
て
失
敗
に 

歸

せ

る

な

り;0
一
 

般
納
秕
者
，
羊

毛

生

露

，.
及
び
小 

商
人
は
：ブ
リ
ユ
ー
ジ
ユ
重
要
市
®

(staple 

at 

B
r
u
o-
i
e
s

) 

に
®

®
ザ
ら
れ
允
る
^
占
の
#
■
«
に
反
對
し
て
結
合
せ 

世
1;
*
關
す
み一

考
察
、

-
'
:

笫

十

一

號
5
.
-
.



第
十
八
怨
 

C
H
S
O

)

嫌 

0
. 
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第

十

5
tl

ト

:°自

國

獨

占

者

の

組

合

の

繼

續

五

十

年

，の
經
驗
は

tl 

の

:A
々
を
し
て
輸
出
«

易
ょ
り
^

國資
本
象
を
排
斥
せ 

:

ん
こ
.？
、M
且
つ

羊

毛

生

產

者並
に
小
商
人
が
外
國
資
本 

の
自
由
流
入
の
.利
益
を
享
く
べ
き
內
國
市
揚9

o
m
e

 

staple)

の
#
設
ど
を
要
求
せ
し
む
る
に
到
れ
$
。
茲
に 

國
王
は
破
れ
だ
る
獨
占
制
度
を
捨
つ
る
の
代
償
ど
し
て 

三
ヶ
年
間
羊
毛
特
別
稅
办
承
谦
を
得
-ゥ

且
つ
必

ず

一.層
. 

高
碑
の
輸
出
税
を
外
國
商
人
ょ
6

自
己
に
與

へ
ら
る
ベ 

含
自
國
»
出
商
*
斥
{̂
進
ん

で
同
意
し
^
る
な
り
。

然
共
、：

劳
し

H

ド

ク

ー

ド

の

治

世

の

中

期

十

年

に

於
 

け
る
外
國
贸
易
制
规
が
阈
家
的
政
策
の
著
し
き
傾
向
を 

表
明
す
る
も
の
ど
す
る
も
、
明
に
其
政
策
に
つ
い
て
な

^

i

p

l

.

 

且
つ
そ
は
マ
I
ヵ
ン
チ
リ
ズ 
'ム
の
政
策
に
あ
ら
す
o
即 

ち
外
國
の
競
带
に
對
し
て
自
國
の
商
人
、
r
業
象
、
船 

舶
所
苟
者
の
保
護
を
目
的
ど
す
る
こ
ど
な
ぃ
り
し
な

り
。
而
も
其
議
會
の
政
策
はH

ド
フ
ー
ド
に
ょ
^V

て
t
T 

は
れ
た
る
、
後
代
の
マ
ー
力
ン
チ
リ
ズ
ム
の
諸
策
ヾ」

共 

通
な
る
®
極
め
て
多
き
も
'0
あ
る
財
政
的
機
會
主
1|
の
，
 

諸
方
策
に
4£
心
反
■
し
た
る
に
於
て
生
じ
た
る
も
の
な 

I 

t

エ
ド
フ
ー
ド
三
世
は

「

商

業

の

父

」

て
ふ
稱
號
に
對 

j

.
し

て

は

毫

も

其

資

格

を

有

す

る

こ

ビ

な

し

。

さ
れ
^
、 

若
し
彼
の
財
政
的
外
交
的
諸
方
策
に
し
て
國
民
的
利
益 

_
の
廣g

な
る
莶
礎
の
上
に
興
根
據
を
求
め
れ
り
し
な
ら 

I

は「

マ
I

力
ン
チ
ジ
ス
ム
の
父」

^
看
做
さ
る
ベ
き
に
は 

I'

眞
の
資
格
を
有
し
^
る
も
の
S
云
ふ
.ベ
さ
な
る
べ
し
。

マ
ー
ヵ
ン
チ
リ
ズ
ム
は
商
人
並
に
エ
業
家
が
議
會
に
有 

力
ど
な
6
で
彼
等
の
利
益
を
：國
家
的
利
益
S
表
明
し
得 

I

る
に
到
6
た
る
時
に1

の
政
策
ど
な
り
し
も
の
な
b
o 

さ
れ
ば
商
人
S
個
々
別
々
に
相
結
ば
ん
ミ
せ
る
工
ド
ッ 

,

丨
ド
三
世
の
諸
畫
策
は
即
ち
彼
の
；治
世
の
前
半
に
於
て 

は
納
税
者
4
生
產
者
並
に
消
費
者
と
し
て
の
地
主
^
級 

の
刺
窖
が
未
だ
1
督
紀
於
て
其
の
勢
カ
の
優
@-
な
6
し

を
示
す
も
の
な
り
。
 

, 

爲
替
を
ば
常
住
の
混
«1
裡
に
陷
れ
れ
り
。
而
も
中
世
の 

ゼ
然
後
代
の
マ
ー
カ
ン
チ
タ
ズ
ム
ビ
極
め
て
密
接
な
詣
政
府
が
絕
え
す
矯
め
ん
こ
ど
に
努
ひ
る
と
稱
し
れ
る

を
關
係
に
あ
り
、
其
明
確
^

る
起
源
の
エ
ド
ヮ

I

ド
の 

時
代
に
發
見
せ
ら
る
る
所
あ
る
國
家
的
政
策
の
.一
面
あ 

K
7
0
 V

法
令
に
示
3
れ

0
る
所
に
よ
れ
ば
內
國
市
場
設
置
，
 

の
主
要
因
の
一
は「

國
土
.に
貨
幣
並
に
地
金
銀(

板
金
：
 

:

銀V

を
充
さ
ん
ビ
す
る」

»願

望

：に
し
て
V
'-
こ
は
庶
民
院
. 

の
斷
願
^

合
致
せ
る
所
多
く
し
て
軍
に
國
王
の
財
10
C
的 

窮
乏
の
必
躱
に
の
み
®

す
べ
か
ら
ず
。
地
金
飯
政
策
は 

財
政
的
必
耍
に
促
さ
^ ;
た
ろ
t 

は
疑
な
し
^
雖
も
又 

V

般
の
輿
論
に
よ
>

て
も
文
持
せ
ら
れ
た
り
。
其
輿
論 

，は
、.
假
令
謬
見
な
り
し
に
も
せ
よ
、
抽
象
的
或
は
理
論 

的
の
*

想
に
は
非
ざ
b

し
な
b
o

國
際
金
’融

の

作

用

喬

速

に

癡

癍

し

、
.
複
本
位
制
度
が 

如
何
な
る
所
に
て
も
*:
用

せ

ら

れ

つ

、
あb
し
其
時
代 

.に
於
て
は
、
貨
幣
の
本
質
に
關
す
る
®
れ
る
觀
念W

諸 

政
府
の
殆
r:
普
遍
的
な
h
し
不
信
e
は
通
貨
並
に
外
國

笫

十

八

餘a

六
四1

)

雜

錄

諸
弊
害
な
る
も
の
は
ノ
彼
等
自
ら
の
行
爲
の
結
果
に
出 

で
ft
る

Z
さ
決
し
て
少
な
か
ら
ざ
る
は
從
來
歷
史
家
の 

一
充
分
に
認
む
る
所
に
评
ざ
る
な
り
。
例
令
、
.エ
ド
ッ
1 

V

ド
ー
世
が 

一
ニ
九
九
年
に
自
國
貨
幣
の
流
出
、
外
國
貨 

幣
の
流
入
を
阻
止
せ
ん

こ

と

に
努
め
而
も
徒
爲
に
終
な 

し
ど
稱
せ
ら
る
る
如
く
？
通
貨
の
流
出
流
入
に
關
す
る 

t

不
平
はH

ド
フ
ー
ド
三
世
の
戰
時
財
政
の
下
に
ぁ
b
て 

:'
:は1

の
常
例
の
事
穴
る
に
到
れ
る
な
b
。
庶
民
院
は
之 

|

等
の
.諸
現
象
の
原
因
を
充
分
に
理
解
せ
ざ
り
し
ど
維
も 

I,'

其
要
求
は
合
哩
的
に
し
.て
肯
綮
に
當
れ
ヶ
。
社
會
的
不 

、
：：1
安
並
k
物
價
の
動
搖
常
な
&
時
代
に
於
て
は
，
政
府
が 

通
貨
を
不
法
に
變
更
す
V
こ
^
に
ょ
り
其
上
に
も
公
私 

契

約

の

全.班
を
攪
飿
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
S
を
要
請
す
る 

は
不
合
理
の
一
事

w

云
ふ
べ
か
な
ず
。
又
、
政

府

髮

債 

務
を
支
拂
ふ
の
用
に
當
て
れ
を
其
劣
等
鑄
貨
を
粗
稅
ビ

第

十

一

號
l
o
H

ェ
ド
穸
丨
ド
三
世
に
關
す
る

j

考

察：：



第
十
八
徬

(

二
、
四
5

雜

錄

ェ
.
ド)7
丨
ド

し
て
受
理
す
べ
さ
乙
ミ
を
辍
み
'
或
は
貨
幣
が
其
從
來 

.

b
ff
l

M
の11
一
分
の
.

i

5:
失
へ
な
時
V

A
民
の
羊
毛
の
政
ゾ 

.府
質
收
债
格
も
適
常
の
程
度
に
ま
で
§|
_|
:
げ
ら
る
ベ
&

こ
^

を
要
求
す
る
?.
,
-
は
亦
決
し
て
不
自
然
の
こ
ど
に 

は
非
ざ
^
'し
な
b

o

而
し
て
、
ス
タ
.ノ
ブ
ス
敎
授
の
云
--
>
る

「

エ
ド
7
1

. 

ド
は
リ
チ
ャ
ー
ド 

'一
世
ど
同
^

r
專
ら
英
W
を
物
資
供 

給
の
源
泉
^
し
て
尊
靈
せ
6」

ど
の
_
-
事
を
除
き
て
は 

:如
何
な
る
明
確
な
る
經
濟
政
策
を
も
土
、ド
ッ
ー
ド
に
：歸 

す
ベ
各

何
等
の
根
據
も
殆
ざ
存
す
る
^

^:

な
しo
何
等 

か
特
殊
の
政
策
が
典
時
仗
ビ
酬
聯
せ
し
め
ら
れ
ん
か
、
.
一
 

そ
は
議
#
の

業
{&
に

歸

せ

ら

る

ベ

 

<

 き
な
6
, 

oスpojfcy 

| 

.o'
f plenty 

3 
ょ
り 

ニpoifcw 

of 

p
o
w
e
r
4
.

0^
_
M
u
. 

| 

_
會
の
意
見
の
戀
化
に
應
せ
る
も
の
に
し
て
、
興
常
の 

經
濟
的
才
幹
を
備
へ
た
る
闕
王
の
判
足
に
®
け
る
も
の 

に
ぁ
ら
.中
0

へ

,
.
 

.

' 

r 

P
O
H
C
X

 

o
f 

p
o
w
e
r

 

J 
.或
は
又
マ
I

カ
ン
チ
リ
ズ
ム

1
1
}
.
世
|*
關
ず
ゐ
一
考
察

 

第
十一

號 

一
0
四 

の
主
要
喪
素
の
若
千
は
タ
チ
t
丨
ド
ニ
世
の
議
會
の
諸 

&
令
中
に
體
現
せ
ら
れ
た
る
を
見
る
乙
ミ
疑
な
しVJ

雖 

.も
、
リ
チ
ャー

ド
ニ
世
の
治
世
を
通
じ
て
議
會
は
.終
始
一 

'■貫
し
て
 

ー
0.
マ
ー
カ
シ
¥
タ
ズ
.ム
政
策
か
或
は
他
0
何 

|

等
，か
の
形
態
の
經
^
政
策
ガ
^

遂
行
せ
り
ヾ
し
想
像
す
る 

が
如
き
は
全
然
誤
謬
な
り
。
殆V」

各
年
の
議
會
の 

I

前
年
の
«•
#
の
政
策
に
反
動
、
時
に
は
夥
し
き
反
励
を 

I

示

し

た

斯

く

の

如

き

はM

ニ
八一

年
義
會
が
可
決 

|

せ
る
自
國
船
舶
保
維
の
最
双
の
法
令
の
其
後

の
經
過
、

;

'

一
コ
一
九
：
一
年
の

「

自

由

貨

嚴

J

政

策

€

一

 

三
九
三
年
の
外 

.

國
人
排
斥
の
法
制
ヒ
の
.間
の
對
照
等
に
見
ら
る
べ
き
な 

'

り
？
土
ド
ソ
ー
ド
の
治
世
を
蚤
班
ょ
り
觀
れ
ば

V
®

人 

:
;:

は
議
會
に
於
け
る
.

マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
の
忍
想
並

1

政 

策
の
明
確
な
る
發
達
を
認
め
ざ
る
ベ
か
ら
す

^

雖
も
、

'

.而
も
其
反
對
說
も
絕
え
ず
#
ん
に
し
て
屢
々
成
功
せ
る 

:
所
ぁ
6
し

^
.
,
^
:
。

土

ド

フ

ー

ド

三

世

；
の
.諸

議

會

'に

よ

b
て

行
は
れ
ね
る

:

f
>
o
l
'o
y
:
.
i
o
f
' 

p
l
e
n
t
y

、
.，或
パ
は
'自

由

潰

；
為

に

就

<5*̂

て

見

'
る 

に
、
自
由

贸
易
に
對
す
る

要
求
、
即

ち
重
要
市
場 

(staple).

の
諸
.

」

々
の
制
限
の
緩
对
、
國
|̂

の
.生
產
^
及
：
 

び
0

^
者
成
は
典
代
现
者
々

」

外

國
輸
出
_

入
商
人
さ

 
'の 

,1-
1
由
交
通
の
要
求
は
其
治
世
の
當
初
四
十
年
を
通
じ
て 

反
镫
常
に
其
力
を
增
し
て
■表
明
せ
ら
れ
杧
る
を
見
：る
。 

提
き
間
_
を
以
て
一
三
三
六
年
、

一
三
五
一
年
一
三
，
 

六

五

部

の「

自
由
質
為

」

，
：の
諸
法
令
並
に
ニ
ニ
五
四
年 

の

Statute 

of the 

s
t

-pp
l
e

に
も
表
明
せ
ら
れ
た
^
。
 

_
も「

倚
^
贸
易」

の
亂
法
令
を
實
際
に
其
治
世
の
政
策 

を
構
^
す
る
も
.の
ビ
»
做
す
は
.重
大
な
る
.誤
謬
な
る
ベ 

し
。
事
實
其
等
は
國
玉
の
行

政

的

，財

政
的
活

動
R
對
す 

る
_

な
：る

杭

議

、
而
も
火
部
分
無
效
な
る
：抗

議

ft
る
に 

:

過
ぎ
ざ
：り
し
な
タ
。

一

二IU1

五

年

，
二
ニ
五

J 4
r
、
1

三 

六
五
年
の
諸
條
令
は
各
々
其
制
定
の
僅
か
一
年
に
し
て 

空
文
に
歸
せ
り
。
其
等
の
法
令
を
廢
椠
せ
し
む
る
に
到 

れ
る
反
對
勢
力
は
戰
時
财
政
の
常
住
の
緊
急
逼
迫
に
存 

笫
十
八
卷

す
。

S
際
に
於
て
、

チ
ド
？
1

ド
三
世
の
治
#
"
W
.於
て 

由
賀
易
政
策
の
實
a

せ
ら
れ
し
こ
s

の
少
な
る
、

リ
：
 

チ
ャ
ー
ド
一
一
世
の
治
世
に
敢
て
劣
ら
ざ
る
に
似
れ
り
"

:

此
兩
時
代
の
對
照
は
政
.治
的
術
策
S

し
て
の
政
策
の
對 

| 

■照
に
あ
ら
ず
し
て
、
治
世
經
國
の
論
理
的
甚
礎
と
し
て
- 

の
政
策
の
對
照
な
り
。
^

は
瓜
想
、
：理
論
の
新
な
る
發 

|
丨
達
"

並
^
以
て
新
な
る
思
想
が
有
效
に
表
現
さ
る
べ
き 

一
涵
會
に
代
表
甘
ら
れ
た
る
組
織
的
利
#
の
新
な
る
發
達

を
意
^
す
る
も

.

の
な
り
。
さ
れ
ぎ
斯
る
發
達
は
此
兩
治

.

〈

.

.

. 

'
.
.
.
. 

- 

... 

•

I

世
を
斜
照
す
る
C

-
に
ょ
り
.て
求
め
ら
る
、
の
み
な
ら 

.

す
、
-:
ド
：
フ

ー

ド

の
.治

世
'0
相
縝
け
る
前
記
各
十
年
期 

j

を
比
較
す
る
に
ょ
b

て
も
亦
窺
知
し
得
べ
き
な
リ
。

j

 

• 

. 

. 

.

':
:-
:

(

完)

：

(

一
六
四
三)

雜錄
エド

>
丨
ド
三
世
！

_L

關
す
.る

■
考
察
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